
業務手順書　一覧

農業委員会事務局 1 農業委員会定例会（総会）の開催 32-1735 R8.2.28修正

2 農地法第３条許可 32-1735 R8.2.28見直し

3 農地法第４・５条許可 32-1735 R8.2.28見直し

4 農地関係証明書交付 32-1735 R8.2.28見直し

5 農業者年金資格関係事務 32-1735 R8.2.28見直し

6 農業者年金給付関係事務 32-1735 R8.2.28見直し

7 農地等の権利取得（相続等）の届出 32-1735 R8.2.28見直し

8 耕作証明書交付 32-1735 R8.2.28見直し

9 農地転用事実確認書交付 32-1735 R8.2.28見直し

10 荒廃農地に係る非農地判断 32-1735 R8.2.28修正

備考課（事務所・局）名 係名 № 業務・事務名 担当TEL

1



伊東市　業務手順書

当初作成日 2019/12/20 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 有

部 課等 農業委員会事務局 担当係名 シート番号 1 業務・事務名 農業委員会定例会（総会）の開催

定例会開催日の7日前までに
公示及び通知を起案、発出
（議案・議案参考資料も同
封）

業務・事務の目的 農地法等により農業委員会へ権限を属された事項の審議（農地の権利移動の許可、農地転用についての意見、農用地利用集積等促進計画（案）についての意見）

内包するリスク ①、②、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リス
ク

№

依頼

議案作成

招集告示・開催通知
伊東市農業委員
会会議規則

《会長決裁》
・招集告示
・開催通知

毎月初旬 ㊵

関連部門 当該部門

決議書・議事録の作成

補足
【 構　成　員 】農業委員14人、農地利用最適化推進委員8人
【その他出席者】事務局、産業課農政担当

変
更
点

・農用地利用集積計画による利用権設定が令和７年３月末で廃止され、農用地利用集積等促進計画に一本化されたことに伴う修正
・令和５年度から静岡県事務処理の特例に関する条例に基づき、農地転用知事許可権限（４ha以下）を市長が移譲を受け、農業委員会に事務委任されたことに伴う修正

毎月20日締切で提出された農
地法・農用地利用集積等促進
計画等の議案・参考資料を作
成

農地法
農地中間管理事
業の推進に関す
る法律　等

《会長決裁》
・議案
・議案参考資料

定例会当日配付用議事日程作
成
会長・事務局用進行表作成

伊東市農業委員
会会議規則

《局長決裁》
・議事日程
・議事進行表

定例会での議決内容に基づ
き、各種法令に基づいた手続
きを実施

農地法
農地中間管理事
業の推進に関す
る法律　等

《局長決裁》
・許可書
・決定通知書 等

②

議事進行：会長
議案説明：事務局

伊東市農業委員
会会議規則

毎月10日頃開催

【産業課】農用地利用集
積等促進計画（案）への
意見聴取依頼

【産業課】農用地利用集
積等促進計画（案）への
意見受理

議事日程・進行表等の作成

農業委員会定例会開催

通知

許可書・意見書等の作成

決定事項を決議書に記入
会議内容を記録し議事録作成
（議事録署名人の署名必要）

伊東市農業委員
会会議規則

《会長決裁》
・決議書
・定例会会議録



伊東市　業務手順書

当初作成日 2019/12/20 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 課等 農業委員会事務局 担当係名 シート番号 2 業務・事務名 農地法第3条許可

業務・事務の目的 農地法第３条許可（農地の権利移動の許可）

内包するリスク ①、②、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リス
ク

№関連部門 当該部門

【申請人】申請書提出 申請書受付

申請書補正

【申請人】立会 現地確認（申請人）

議案・参考資料の作成

現地調査（委員）

農業委員会定例会での審議

許可書の作成

【申請人】 許可書の交付

農地台帳の修正

補足

変
更
点

毎月20日締切
申請書を受け取り、申請受付
簿に記入

毎月20日
申請書の受付締
切
　
↓

毎月10日頃
農業委員会定例
会開催

↓

許可書交付

１７日間

農地法
毎月20日
※20日が土日祝
日の場合は前日

②

申請人の立会いのもと、事務
局による申請地の状況確認

農地法

地区担当農業委員・農地利用
最適化推進委員・事務局によ
る申請地調査

農地法

定例会での審議結果に基づき
許可書を作成
不許可の場合は申請人に通知

申請書・添付書類を確認し、
必要に応じて申請人に訂正・
補足を依頼

農地法

農業委員会定例会に提出する
議案・参考資料を作成

農地法
《会長決裁》
・議案
・議案参考資料

主な審査要件
・全部効率利用要件
・農作業常時従事要件
・地域調和要件　等

農地法
伊東市農業委員
会会議規則

毎月10日頃開催

申請受付簿に許可日、許可番
号等を入力し、申請人に許可
書を交付

農地法 ㊵

農地法
《局長決裁》
・許可書
・通知書

農地台帳等の登録内容を修正 農地法



伊東市　業務手順書

当初作成日 2019/12/20 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 課等 農業委員会事務局 担当係名 シート番号 3 業務・事務名 農地法第4・5条許可

業務・事務の目的 農地法第4・5条許可（農地転用についての許可）

内包するリスク ①、②、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リス
ク

№関連部門 当該部門

【申請人】申請書提出 申請書受付

申請書補正

【申請人】立会 現地確認（申請人）

議案・参考資料の作成

現地調査（委員）

農業委員会定例会での審議

3,000㎡以上

許可書の作成

【申請人】 許可書の交付

農地台帳の修正

補足

変
更
点

申請受付簿に許可日、許可番
号等を入力し、申請人に許可
書を交付

農地法 ㊵

地区担当農業委員・農地利用
最適化推進委員・事務局によ
る申請地調査

農地法

県農業会議常設審議委
員会による意見聴取

3,000㎡未満

申請書・添付書類を確認し、
必要に応じて申請人に訂正・
補足を依頼

農地法

毎月20日締切
申請書を受け取り、申請受付
簿に記入

毎月20日
申請書の受付締
切
　
↓

毎月10日頃
農業委員会定例
会開催

↓

許可書交付

１７日間

（3,000㎡以上の
場合は　27日
間）

農地法
毎月20日
※20日が土日祝
日の場合は前日

②

申請人の立会いのもと、事務
局による申請地の状況確認

農業委員会定例会に提出する
議案・参考資料を作成

農地法
《会長決裁》
・議案
・議案参考資料

農地法

主な審査要件
・立地基準
・事業実施の確実性
・周辺農地への影響　等

農地法
伊東市農業委員
会会議規則

毎月10日頃開催

農地法

定例会（県農業会議常設審議
委員会）での審議結果に基づ
き許可書を作成
不許可の場合は申請人に通知

農地法
《局長決裁》
・許可書
・通知書

農地台帳等の登録内容を修正 農地法



伊東市　業務手順書

当初作成日 2019/12/20 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 課等 農業委員会事務局 担当係名 シート番号 4 業務・事務名 農地関係証明書交付

業務・事務の目的 農地関係証明（非農地証明書・現況農地であることの証明書　等）

内包するリスク ①、②、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リス
ク

№関連部門 当該部門

【申請人】申請書提出 申請書受付

申請書補正

【申請人】立会 現地確認（申請人）

議案・参考資料の作成

現地調査（委員）

農業委員会定例会での審議

証明書の作成

【申請人】 証明書の交付

農地台帳の修正

補足
非農地証明：不動産登記制度と農地制度との相互の運用の整合性を確保するため、昭和58年に制度発足
現況農地証明：登記地目が農地以外の土地（宅地・雑種地等）を農地（畑・田等）に地目変更する際に必要となる証明

変
更
点

毎月20日締切
申請書を受け取り、申請受付
簿に記入

毎月20日
申請書の受付締
切
　
↓

毎月10日頃
農業委員会定例
会開催

↓

許可書交付

１７日間

毎月20日
※20日が土日祝
日の場合は前日

申請人の立会いのもと、事務
局による申請地の状況確認

地区担当農業委員・農地利用
最適化推進委員・事務局によ
る申請地調査

定例会での審議結果に基づき
証明書（農業委員会会長名）
を作成
却下の場合は申請人に通知

申請書・添付書類を確認し、
必要に応じて申請人に訂正・
補足を依頼

農業委員会定例会に提出する
議案・参考資料を作成

《会長決裁》
・議案
・議案参考資料

伊東市農業委員
会会議規則

毎月10日頃開催

申請受付簿に証明日、証明番
号等を入力し、申請人に証明
書を交付

②

《局長決裁》
・証明書
・通知書

農地台帳等の登録内容を修正 農地法



業務・事務の目的 農業者年金加入申込や資格喪失届出等に係る事務手続きの適正化を図る。

伊東市　業務手順書

当初作成日 2019/12/20 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 課等 農業委員会事務局 担当係名 シート番号 5 業務・事務名 農業者年金資格関係事務

内包するリスク ①、②、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リス
ク

№関連部門 当該部門

【農業者】
申込書・届出書等の作成

送付
受　　付

点　　検

審　　査

(返戻)
補　　正

(返戻)

送付書の作成
送付

処理結果一覧等の確認

補足 参考：農業者年金業務資料①　農業者年金業務の手引き［業務の流れ、様式＆記入例］

変
更
点

農業者から、農業者年金加入
申込書、資格喪失届出書、カ
ラ期間該当申出書等が農業協
同組合に提出される。

点検時不備があった場合は補
正する。補正できない場合は
返戻する。

【農業者年金基
金】

申込書・届出書等
の受付、審査、決

定

農業者年金記録管理システム
の処理結果一覧（処理状況）
及び被保険者名簿を確認す
る。
処理結果一覧を印刷し、受付
処理簿に保管する。

提
出

(

修
正

) 農業協同組合から農業者年金
資格関係届が送付される。受
付処理簿に受付番号、年月
日、氏名を記入し、届出等に
受付印を押印する。

農業者年金資格
関係届

農業者年金関係
書類受付処理簿

【農業協同組合】
申込書・届出書等
の受付、点検、受

理

記載事項について、正しく記
載されているか、必要書類は
添付されているか等を点検す
る。

国民年金被保険者資格記録関
係、政策支援要件等の審査を
行う。
～被保険者要件～
○国民年金第１号被保険者
○農業従事日数年間60日以上
○20歳以上60歳未満

点検・審査・補正後、基金あ
ての送付書を作成し、受付処
理簿に送付日を記入後、基金
へ送付する。

《局長決裁》

農業者年金関係
書類受付処理簿

②

農業者年金関係
書類受付処理簿



【農業者年金基
金】

給付関係書類の受
付、審査、決定

農業者年金記録管理システム
の処理結果一覧（処理状況）
を確認する。
処理結果一覧を印刷し、受付
処理簿に保管する。

農業者年金関係
書類受付処理簿

処理結果一覧の確認

送付

点検時不備があった場合は補
正する。補正できない場合は
返戻する。

提
出

(

修
正

) 農業協同組合から農業者年金
給付関係書類が送付される。
受付処理簿に受付番号、年月
日、氏名を記入し、受付印を
押印する。

農業者年金関係
書類受付処理簿

【農業協同組合】
給付関係書類の受
付、点検、補正

受給資格や必要書類の添付等
を点検する。

補足

【農業者年金給付関係書類】
　①経営移譲年金・農業者老齢年金裁定請求書
　②農業者年金死亡関係届出書
参考：農業者年金業務資料①　農業者年金業務の手引き［業務の流れ、様式＆記入例］

変
更
点

農業者から、農業者年金給付
関係書類が農業協同組合に提
出される。

独立行政法人農
業者年金基金法

点検・補正後、基金あての送
付書を作成し、受付処理簿に
送付日を記入後、基金へ送付
する。

《局長決裁》

農業者年金関係
書類受付処理簿

㊾

【農業者】
給付関係書類の作成

送付
受　　付

点　　検

(返戻)
補　　正

(返戻)

送付書の作成

関連部門 当該部門

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リス
ク

№

伊東市　業務手順書

当初作成日 2019/12/20 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 課等 農業委員会事務局 担当係名 シート番号 6 業務・事務名 農業者年金給付関係事務

業務・事務の目的 裁定関係や死亡届等の農業者年金給付に係る事務手続きの適正化を図る。



受理（不受理）通知書を届出
者に送付。 ㊵

届出書の記載事項を農地台帳
等と照合し確認。

《局長決裁》
受理（不受理）
通知書

補足 農地のあっせん希望があった場合は、担い手へ農地の貸借等のあっせんを行う。

変
更
点

届出書を受け取り、申請受付
簿に記入。

　届出書の受付
　↓
　通知書送付

　３日間

農地法 届出書

届出書の記載事項に基づき農
地台帳の所有者情報等登録内
容を修正。（システムで管
理）

【農地の権利取得者】
通知書受領

受理（不受理）通知書送付

【農地の権利取得者】
届出書提出

届出書受付

届出書確認

農地台帳の修正

業務・事務の目的 届出書により農地台帳に記載されている所有者等の情報を随時更新し、農地の適正管理を図る。

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リス
ク

№関連部門 当該部門

シート番号 7 業務・事務名 農地等の権利取得（相続等）の届出部 課等 農業委員会事務局 担当係名

伊東市　業務手順書

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無



証明書を申請者に交付し、手
数料を徴収する。

伊東市手数料徴
収条例

⑤
⑦
⑨
㊼

記載事項を農地台帳と照合し
確認。

補足

変
更
点

証明願を受付

　証明願の受付
　↓
　証明書交付

　即日

農地法 証明願

証明番号簿に証明日、証明番
号等を入力し、証明書を作成

《局長決裁》
耕作証明書

【申請者】証明書受領 証明書交付、手数料徴収

【申請者】証明願提出 証明願受付

証明願確認・照合

証明書作成

業務・事務の目的 他市町村で農地法第３条申請を行う際に必要となる耕作面積等の証明書発行

内包するリスク ①、⑤、⑦、⑨、㊳、㊴、㊸、㊹、㊼

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リス
ク

№関連部門 当該部門

シート番号 8 業務・事務名 耕作証明書交付部 課等 農業委員会事務局 担当係名

伊東市　業務手順書

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無



確認書を申請者に交付 ㊵

記載事項を農地台帳、農地転
用許可履歴等と照合し確認。

補足 農地転用許可後の工事完了報告書が未提出の場合は、事前若しくは確認書と同時に提出する必要あり。

変
更
点

確認願を受付

　確認願の受付
　↓
　確認書交付

　２日

農地法 確認願

確認番号簿に確認日、確認番
号等を入力し、確認書を作成

《局長決裁》
農地転用事実確
認書

【申請者】確認書受領 確認書交付

【申請者】確認願提出 確認願受付

確認願確認・照合

確認書作成

業務・事務の目的 農地転用事業完了後の地目変更登記手続きに必要となる農地転用事実確認書の発行

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リス
ク

№関連部門 当該部門

シート番号 9 業務・事務名 農地転用事実確認書交付部 課等 農業委員会事務局 担当係名

伊東市　業務手順書

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無



関係機関への通知書発送報告
関係機関へ非農地通知を土地
所有者へ発送した旨を報告。

不動産登記法
《局長決裁》
発送報告文書 ㊾

非農地通知書と地目変更登記
のお願い文書を土地所有者へ
送付。

農地法
不動産登記法

《局長決裁》
非農地通知書 ㊵

非農地化に伴う影響確認

荒廃農地として判断し、今後
農業委員会において非農地化
することを土地所有者へ通知
する。

《局長決裁》
荒廃農地の判断
通知書

㊵

荒廃農地と判定された土地の
詳細な現地調査及び写真撮影
（事務局職員）

毎年８月頃に実
施すること。

・農地法
・農地法の運用
について

【県東部農林事務所】
報告

補足
・「農業委員会は、省令で定めるところにより毎年１回その区域内にある農地の利用の状況についての調査をしなければならない。(農地法第３０条第１項)」との規定あり
・「農地法の運用について」において利用状況調査を毎年８月頃実施するよう定められているが、近年の猛暑等により地域の実情に合わせ熱中症予防に努めるよう通知あり

変
更
点

見直し時字句追加

委員による農地利用状況調査
にて、荒廃農地と判定された
土地をリスト化。

農地法 荒廃農地リスト

荒廃農地の非農地化による影
響の有無を確認する。
（確認事項）
・転用決済金発生の有無
・補助金返還の発生の有無
・農業者年金の支給停止の有
無
・納税猶予の該当の有無

土地改良法

補助金に係る予
算の執行の適正
化に関する法律

《局長決裁》
確認依頼文書 ㊾

報告後、農地台帳から非農地
化した農地を除外。

農地法
伊東市農業委員
会会議規則

【土地所有者】
通知

荒廃農地の判断通知書送付

農業委員会定例会にて報告

【土地所有者】
地目変更手続

通知
非農地通知書送付

【静岡地方法務局熱海
出張所】

報告

【農業委員・農地利用最
適化推進委員】
農地利用状況調査

荒廃農地のリスト化

利用状況調査（農地パトロール）

依頼

【土地改良区】 回答

依頼

【県東部農林事務所】 回答

関連部門 当該部門

業務・事務の目的 既に森林の様相を呈するなど農業上の利用の増進を図ることが見込まれない農地の非農地化を進めることにより農地の適正管理を図る。

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊾

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リス
ク

№

伊東市　業務手順書

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 有

部 課等 農業委員会事務局 担当係名 シート番号 10 業務・事務名 荒廃農地に係る非農地判断


